
 

財団法人日本花普及センター常勤役員報酬規程 

 

 

第１条 財団法人日本花普及センター寄附行為第１９条の２の常勤役員の報酬について

は、この規程に定めるところによる。 

 

 ２ 常勤役員の報酬は、本俸、通勤手当及び期末手当とする。 

 

第２条 常勤役員の本俸は、次の表のとおりとする。 

 

  役  職  名    本 俸 月 額 
   専 務 理 事    ７００，０００円 

                                                                         
 ２ 常勤役員が月の中途において就任した場合はその日から、退任した場合はその日ま

で、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日

割りによって計算した額を支給する。 

 

 ３ 常勤役員への報酬（期末手当を除く）の支払日は、毎月職員への支払日と同日とす  

る。 

 

第３条 常勤役員の通勤手当は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９

５条）に準じて支給する。 

 

第４条 常勤役員の期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下、これらの日を「基準日」

という。）にそれぞれ在職する常勤役員に対し支給する。基準日前１か月以内に退職し、

又は死亡した常勤役員についても同様とする。 

 

 ２ 期末手当の額は、基準日現在（退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、

又は死亡した日現在）において、常勤役員が受けるべき本俸の月額に、７月に支給す

る場合においては１００分の２４０、１２月に支給する場合においては１００分の２

６０を乗じて得た額を基礎として、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在

職期間の区分に応じて、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

 

  在 職 期 間   割    合 
  ６か月   １００／１００ 
  ５か月以上６か月未満    ８０／１００ 
  ３か月以上５か月未満     ６０／１００ 
   ３か月未満     ３０／１００ 

 

 ３ 常勤役員への期末手当の支払日は、職員への支払日と同日とする。 

 

第５条 この規程の改廃は、会長が理事会の承認を受けて行うものとする。 

 

 

附則 

 この規程は、平成１４年６月２０日から実施する。 


